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〇開  議 

   午後２時３０分開議 

◇議長（石内國雄君） 着席願います。ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                      ◇                   

〇日程の追加について 

◇議長（石内國雄君） 本日は、追加日程として、お手元に配付いたしました、追加２議案が提出さ

れました。 

 本日午前１１時より議会運営委員会が開かれ、追加日程の取扱いについて審議が行われ、本日の議

事日程に追加することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 追加２議案について、本日の日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（石内國雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、２議案を日程に追加し、議題とすることに決しました。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                      ◇                   

〇日程第１ 陳情の審査報告 

◇議長（石内國雄君） 日程第１、陳情の審査報告を議題といたします。 

 陳情受理番号２、地方財政の充実・強化に関する意見書採択についての陳情。 

 この陳情につきましては、総務経済常任委員会に付託となっておりますので、総務経済常任委員長

の審査報告を求めます。 

 小林一幸総務経済常任委員長。 

              〔総務経済常任委員長 小林一幸君登壇〕 

◇総務経済常任委員長（小林一幸君） それでは、総務経済常任委員会から、陳情審査報告をさせて

いただきます。 

 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第９５条の規定に

より報告いたします。 

 受理番号２番、受理年月日、令和７年５月７日。 

 件名、地方財政の充実・強化に関する意見書採択についての陳情。 

 陳情者、代表者住所・氏名ですが、群馬県伊勢崎市中央町３０―４、日本労働組合総連合会、群馬

県連合会、伊勢崎地域協議会、議長、宮下和夫。 
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 審査結果、趣旨採択とすべきもの、という形になりました。 

 陳情受理番号２、地方財政の充実・強化に関する意見書採択についての陳情の審査報告をさせてい

ただきます。陳情趣旨及び内容につきましては、皆様のところに報告書がございますので、こちらを

ご確認いただければと思います。 

 審査経過です。委員から意見を求めた結果、４名の委員から趣旨採択とすべきものとする意見があ

り、１名の委員から不採択とすべきものとする意見がありました。なお、審査経過は以下に記載する

とおりです。 

 委員の主な意見、新井委員、理由はもっともだと思うが、１１項目ある中で半分ほどはどうかなと

思う。全体として納得できるということではないため、趣旨採択としたい。 

 笠原委員、全体を見て、半分は理解できるが、全てではない。趣旨採択でお願いしたい。 

 三友委員、半分くらいは理解できるが、全てに納得がいくわけではない。趣旨採択としたい。 

 松本委員、現在、国の政治状況の変化により地方が声を上げやすくなった。国が動いている最中な

ので、様子を見たい。趣旨採択でお願いしたい。 

 髙橋委員、町議会として納得できないため、不採択と考える。 

 表決。本陳情は、採決の結果、趣旨採択とすべきものとなりました。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） 総務経済常任委員長の審査報告を終了いたします。 

 これより総務経済常任委員長の審査報告に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（石内國雄君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（石内國雄君） ご異議なしと認めます。 

 以上で、総務経済常任委員長の審査報告に対する質疑を終了いたします。 

 総務経済常任委員長の審査報告は趣旨採択とするものです。 

 これより、本陳情に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（石内國雄君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（石内國雄君） ご異議なしと認めます。 

 これより本陳情に対する表決を行います。 

 総務経済常任委員長の審査報告は、趣旨採択とするものです。委員長の報告のとおり、趣旨採択と

することに、ご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 
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◇議長（石内國雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、委員長の報告のとおり、趣旨採択とすることに決しました。 

                      ◇                   

〇日程第２ 開会中における所管事務調査報告 

◇議長（石内國雄君） 日程第２、開会中における所管事務調査報告を議題といたします。 

 各委員長から、開会中における所管事務調査報告が、玉村町議会会議規則第７７条の規定により、

議長に提出されました。 

 報告書は、お手元に配付したとおりであります。 

                      ◇                   

〇日程第３ 閉会中における所管事務調査の申出 

◇議長（石内國雄君） 日程第３、閉会中における所管事務調査の申出を議題といたします。 

 各委員長から、玉村町議会会議規則第７３条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のと

おり、閉会中の所管事務調査の申出がありました。 

 各委員長からの申出のとおり、閉会中の所管事務調査に付することに、ご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（石内國雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中における所管事務調査に付することに決定いたしま

した。 

                      ◇                   

〇追加日程第１ 議案第３２号 工事請負契約の締結について 

◇議長（石内國雄君） 追加日程第１、議案第３２号 工事請負契約の締結についてを議題といたし

ます。 

 これより提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

              〔町長 石川眞男君登壇〕 

◇町長（石川眞男君） 議案第３２号 工事請負契約の締結について、ご説明申し上げます。 

 本案につきましては、令和８年４月に発足する玉村分団の詰所建設工事を条件付一般競争入札で行

ったところ、７業者の参加申込みがあり、５月２８日に開札をしました結果、株式会社徳江工務店、

代表取締役、徳江光俊が、消費税込み７，２９３万円で落札いたしました。 

 つきましては、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 なお、本工事は、玉村分団の活動の拠点となる鉄骨造２階建ての詰所の建築のほか、軽４輪駆動消

防車を収納する車庫や団員の駐車場等を整備し、現在の第８分団詰所を取り壊すものでございます。 
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 ご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 

◇議長（石内國雄君） 提案説明が終了いたしました。 

 これより本案に対する質疑を求めます。 

 １０番浅見武志議員。 

              〔１０番 浅見武志君発言〕 

◇１０番（浅見武志君） この入札については、先ほど町長からありました７者中１者ということで、

これは全部の金額の中に外構工事が幾ら、あと先ほど言われた第８分団の詰所は壊すこととなってお

りましたが、その費用について割合というか、幾らかかっているのか、これに全部含まれているのか

も含めてお聞きします。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） お答えいたします。 

 外構の工事や既存建物の解体工事につきましては、こちらの契約の金額の中に含まれております。

それで、設計の金額ベースなのですけれども、外構工事で約９００万円、既存の建物解体工事は

３００万円ということで設計させていただいております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １０番浅見武志議員。 

              〔１０番 浅見武志君発言〕 

◇１０番（浅見武志君） 外構工事の中には、先ほど町長の提案にあった分団員の駐車場の舗装工事

も全部入っているということでよろしいのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） お答えいたします。 

 そのとおりです。現在ある第８分団の敷地なのですけれども、全て砂利で、あそこを全て舗装しま

して、駐車場として、区画線も全部引く予定になっております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） ほかに質疑ありませんか。 

 １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） ７業者が入札に参加したと先ほど伺いましたが、条件付一般競争入札とい

うことで、今回の条件はどういう条件だったのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 齋藤善彦君発言〕 
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◇総務課長（齋藤善彦君） それでは、お答えいたします。 

 まず、条件の１番目といたしまして、伊勢崎土木事務所管内に本店を有し、建築一式工事の等級が

Ａ等級に格付されているものと、あとは玉村町内に本店または支店を有するもので、Ｂ等級に格付さ

れているものということと、もう一つ、先ほど１点目の伊勢崎土木事務所管内に本店を有するものに

つきましては、平成２７年度以降に５，０００万円以上の完成引き渡しをした元請人としての実績が

あるものと、玉村町内に本店、支店があるものにつきましては同様に、こちらは１，０００万円以上

の実績があるものという条件であります。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 結果的に、玉村町内の企業は何者参加したのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 齋藤善彦君発言〕 

◇総務課長（齋藤善彦君） お答えいたします。 

 ７者のうち５者です。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） これは、分団詰所としては３か所目になると思うのですが、結果として全

部が徳江工務店ということになったのだと思いますが、設計事務所なのですけれども、今回の設計事

務所はどちらなのですか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 齋藤 博君発言〕 

◇環境安全課長（齋藤 博君） お答えいたします。 

 蛭川設計事務所になります。 

◇議長（石内國雄君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（石内國雄君） 質疑終了と認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（石内國雄君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（石内國雄君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（石内國雄君） ご異議なしと認めます。 
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 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（石内國雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                      ◇                   

〇追加日程第２ 議案第３３号 工事請負契約の締結について 

◇議長（石内國雄君） 追加日程第２、議案第３３号 工事請負契約の締結についてを議題といたし

ます。 

 これより提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

              〔町長 石川眞男君登壇〕 

◇町長（石川眞男君） 議案第３３号 工事請負契約の締結について、ご説明申し上げます。 

 本案につきましては、災害時等に緊急情報を伝えるための、同報系ハイブリッド防災行政無線シス

テム整備工事を、条件付一般競争入札で行ったところ、１業者の参加申込みがあり、５月２８日に開

札をしました結果、株式会社大塚電設、代表取締役、大塚健生が、消費税込み５，２３１万６，０００円

で落札いたしました。 

 つきましては、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 なお、本工事は、庁舎内に操作端末やサーバー等を設置し、庁舎屋上に情報発信用のアンテナを設

置して情報を発信するものでございます。 

 ご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 

◇議長（石内國雄君） 提案説明が終了いたしました。 

 これより本案に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（石内國雄君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（石内國雄君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（石内國雄君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（石内國雄君） ご異議なしと認めます。 
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 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（石内國雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                      ◇                   

〇字句等整理委任について 

◇議長（石内國雄君） お諮りいたします。 

 玉村町議会会議規則第４５条の規定に基づき、本会議の議決の結果、その条項、字句、数字、その

他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに、ご異議あ

りませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（石内國雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決しました。 

                      ◇                   

〇町長挨拶 

◇議長（石内國雄君） 閉会に当たり、町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 町長。 

              〔町長 石川眞男君登壇〕 

◇町長（石川眞男君） 令和７年玉村町議会第２回定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶申し上

げます。 

 本定例会は、６月２日に開会され、本日までの１０日間、議員の皆様には、提案させていただきま

した条例の一部改正や、一般会計補正予算をはじめとする全１５議案につきまして、慎重にご審議い

ただき、提案いたしました全ての議案について、ご議決、ご承認を賜り、誠にありがとうございまし

た。 

 また、一般質問において、議員の皆様方よりご指摘、ご提言いただきましたことにつきましても、

十分その意を酌み、今後の行政執行に役立ててまいりたいと考えております。 

 さて、今月２５日には、中学生の海外交流事業のホームステイの受入先としてご協力をいただいて

いる、アメリカ合衆国エレンズバーグ市から、９名のボランティアの方々を本町にお迎えすることに

なりました。コロナ禍を乗り越え、現地の皆さんが来町されるのは令和元年度以来となります。これ

に伴い、小中学校での交流事業や、様々な歓迎行事が予定されています。ボランティアの皆さんを心

から歓迎し、温かくお迎えするとともに、この交流を通じて、未来に向けたより豊かな友好関係を築

いてまいりたいと考えております。 
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 また、この貴重な機会に、小中学生の皆さんが互いの文化や価値観を学び合うことで、国際的な視

野を広げ、相互理解を深めることができるよう願っております。 

 結びに、梅雨の季節に入り、天候が不安定になり、体調を崩しやすい時期となりました。さらに、

今年の夏も、全国的に猛暑になる見込みです。皆様方には、健康に十分留意していただき、これから

も、多くのご提案やご協力を賜りますようお願い申し上げるとともに、ますますのご健勝とご多幸を

祈念申し上げまして、閉会の挨拶といたします。 

                      ◇                   

〇議長挨拶 

◇議長（石内國雄君） 令和７年玉村町議会第２回定例会の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 本定例会は、６月２日に開会し、本日までの１０日間にわたり、条例の一部改正や、一般会計補正

予算などの議案について、慎重な審議がなされました。条例の一部改正の中には、議員報酬に関わる

ものもあり、議員活動を充実させていくことに対する町民の方々の期待を改めて認識するとともに、

充実させなければならないという思いを強くいたしました。また、一般質問においては、１１名の議

員が様々な観点から町政をただすなど、活発な議論が行われ、誠に意義のある議会となりました。改

めて感謝申し上げます。 

 執行当局におかれましては、今定例会の一般質問で示された議員からの意見や提案を十分に考慮し

ていただき、今後の行政執行に反映されますよう、より一層の努力を求めるものであります。 

 結びに、議員並びに執行各位におかれましては、健康には十分留意され、今後とも町政発展のため

にますますご活躍されますよう、お願い申し上げまして、閉会の挨拶といたします。 

                      ◇                   

〇閉  会 

◇議長（石内國雄君） これをもちまして、令和７年玉村町議会第２回定例会を閉会といたします。 

 ご苦労さまでした。 

   午後２時５０分閉会 

 


